
様式第 1 号 

会 議 録 

 

会 議 の 名 称  第１回所沢市景観審議会 

開 催 日 時 
 平成２３年 ７月２０日（水） 

 午前１０時３０分から午前１２時００分まで 

開 催 場 所  市庁舎 ３階 全員協議会室 

出 席 者 の 氏 名 
 岸井 隆幸、杉山 朗子、秋田 典子、大木 敬治、 

深井 保壽、金子 八郎、荻野 源吉、児山 満、森下 清恵

欠 席 者 の 氏 名  横溝 高至、八代 克彦、平塚 宗臣 

説明者の職・氏名  

議 題 

 （１）「所沢市ひと・まち・みどりの景観条例」及び「所沢市

ひと・まち・みどりの景観計画」の概要について 

 （２）今後のスケジュールについて 

 （３）その他 

 

会 議 資 料 

 資料１ 所沢市景観審議会委員名簿 

 資料２ 「所沢市ひと・まち・みどりの景観条例」「所沢市ひ

と・まち・みどりの景観計画」の概要について 

 資料３ 所沢市ひと・まち・みどりの景観計画 

 資料４ 花ひとつ木ひとつからの景観まちづくり 

 資料５ 所沢市景観形成基準の手引き 色彩基準 編 

 資料６ 所沢市景観形成基準の手引き 配慮事項 編 

 

担 当 部 課 名 

 街づくり計画部都市計画課 

  街づくり計画部長   新堀 祐蔵 

  街づくり計画部次長  吉野 清光 

  都市計画課  課長  糟谷  守 

         主幹  森田 正雄 

         主査  宮﨑 智弘 

         主任  田村 真一 

         技師  豊田 佳隆 

         技師  溝渕 由貴 

   

電話 ０４（２９９８）９１９２ 



様式第２号 

 

発言者 審議の内容（審議経過・決定事項等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田村主任 

 

糟谷課長 

 

 

 

 

 

 

児山委員 

 

会長及び副会長の選出 

 新堀街づくり計画部長が議長を代行し、委員の互選により、

会長に岸井委員、副会長に横溝委員が選出された。 

 

審議会運営に関する決定事項 

 ○委員に諮った結果、以下の事項を決定した。 

  （１）会議録について 

・記録方式は、要約方式とする。 

     ・発言者については、委員名を明記する。 

     ・会議録の確定方法は、会長と審議会に出席した委員の

中から会長が指名する2人の委員の署名をもって確定

とする。 

      ※今回の会議録署名人は、杉山委員と森下委員に決 

定した。 

  （２）審議会の公開・非公開について 

     ・審議会は、原則公開とし、個人の特別な情報がある場

合など、内容により委員に諮り、公開・非公開を決定

する。 

      ※今回の審議会は、傍聴者無し。 

 

議題１、「所沢市ひと・まち・みどりの景観条例」及び「所沢市 

ひと・まち・みどりの景観計画」の概要について 

 資料２に基づき説明。 

 

 景観形成基準の手引き 配慮事項 編 P.16 に基づき届出の手続き

の流れについて説明。 

 景観計画 P.39 に基づき景観資源の指定と表彰までの流れについ

て説明。 

景観計画 P.43 に基づき短期・中長期の推進施策について説明。

  

（質疑応答） 

 市民参加、具体的には景観市民活動クラブの施策と審議会の役割

には、どのような関わりがあるのか。 



 

森田主幹 

 

 

 

 

 

 

 

 

児山委員 

 

 

糟谷課長 

 

 

 

 

杉山委員 

 

 

 

糟谷課長 

 

 

 

 

 

糟谷課長 

 

 

深井委員 

 

 

糟谷課長 

 

 

 審議会の審議事項には、市民参加に関連するものとして景観計画

の変更に関する事項やとことこ景観賞に関する事項がある。とこと

こ景観賞の対象には、市民活動も含まれていることから、景観市民

活動クラブの活動もその対象となる可能性がある。また、景観市民

活動クラブは、景観まちづくりを主体的に実践する組織として位置

付けており、景観計画の変更に関する提案やとことこ景観資源の申

請など当審議会の審議事項に関連する事項を行うことが考えられ

る。（景観計画 P.39、41 で説明） 

 

 景観計画（P.43）に、短期施策、中長期施策とあるが、最終的な

イメージはどのようなものなのか。 

 

 市ではこれまでも地区計画や建築協定などの制度を活用し、まち

づくりを進めてきたが、これらの制度にさらに景観の視点を盛り込

み、地域の景観特性を活かした、市民参加による景観まちづくりを

進めていきたいと考えている。 

 

 「とことこ景観資源」や「とことこガーデン」などの事業の周知

やその募集の広報活動は、どのようにやっているのか。また、今後

のスケジュールはどのようになっているのか。 

 

 景観条例・計画の施行に伴い、広報ところざわ７月号に特集記事

を掲載した他、各まちづくりセンターでのリーフレットの配布や市

ホームページによる情報発信、さらに、今後広報ところざわに再度

掲載し、周知していく予定である。 

 

議題２、今後のスケジュールについて 

 第２回審議会を平成２４年１月２６日（木）午前１０時、議題と

しては、とことこ景観賞の選出を予定している。 

 

 次回の審議会でとことこ景観賞を選出するということは、次回ま

でに改善事例などがでるということか。 

 

 とことこ景観賞は、建築物、工作物、樹木、樹林地、街路樹、公

共施設、眺望、市民活動等のとことこ景観資源のうち、特に所沢ら



 

 

 

 

深井委員 

 

 

児山委員 

 

 

 

糟谷課長 

しい良好な景観の形成に資するものを表彰するものであり、次回ま

でにその候補を絞り、審議会のご意見を伺い選出する予定である。

（景観計画 P.39 で説明） 

 

 とことこ景観賞の選出の際は、所沢市観光協会の「ところざわ百

選」にも配慮してほしい。 

 

 景観市民活動クラブは、個人で登録するのか、団体で登録するの

か。個人で登録したい方が多いと思うので、きめ細かいフォローを

してほしい。 

 

 景観市民活動クラブは、個人でも団体でも登録できるが、補助金

の交付対象となるのは、５人以上の団体である。 

 その他に、市では、何らかの活動をしてみたいと考えている方に

対しては登録団体の紹介などの情報提供などを行う。 

 

議題３、その他 

 特になし。 

 

以上

 


